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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高速回線と低速回線との間で受信バッファおよび送信バッファを用いてデータの多重変
換または分離変換を行うデータ多重分離装置であって、
　所定の受信バッファに入力されるデータの受信フレーム位相および任意の遅延量に基づ
いて装置内の基準となる装置基準フレーム位相を生成する生成手段と、
　前記生成手段によって生成された前記装置基準フレーム位相に従って、前記低速回線の
受信バッファに入力されたデータを多重変換する多重分離手段と、
を備えたことを特徴とするデータ多重分離装置。
【請求項２】
　前記生成手段は、前記受信バッファに入力されるデータの揺らぎおよび／または前記受
信バッファに入力されるデータの位相差を考慮して求められた前記任意の遅延量に基づい
て前記装置基準フレーム位相を生成することを特徴とする請求項１に記載のデータ多重分
離装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、予め設定された遅延量に基づいて前記装置基準フレーム位相を生成す
ることを特徴とする請求項２に記載のデータ多重分離装置。
【請求項４】
　前記生成手段は、前記揺らぎおよび／または前記位相差を測定し、当該測定から求めら
れた遅延量に基づいて装置基準位相フレーム位相を生成することを特徴とする請求項２に
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記載のデータ多重分離装置。
【請求項５】
　前記受信バッファに規定量以上蓄積されたか否かを監視する監視手段と、
　前記装置基準フレーム位相によってデータを読み出すか前記監視手段によってだされた
監視結果に応じてデータを読み出すかを選択する選択手段と、
　前記監視結果に応じてデータを読み出す場合には、前記監視結果に応じてデータの読み
出しを行うデータ読み出し手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１～４のいずれか
一つに記載のデータ多重分離装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、高速回線と低速回線との間で受信バッファおよび送信バッファを用いてデ
ータの多重変換または分離変換を行うデータ多重分離装置、データ多重分離方法およびデ
ータ多重分離プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大容量のデータを高速回線上にバルク構造にて収容するネットワーク形態の利用
が増えている。一方、低速回線の基幹ネットワークも依然として利用されている。
【０００３】
　従来より、データを多重・分離変換して、高速回線と低速回線との間でデータの送受信
を行っている。例えば、特許文献１（特開平８－２５１１２８号公報）では、複数の回線
から正常な回線抽出クロックを選択し、装置内基準クロックを生成することで各回線部の
受信バッファにて一律クロック同期を行う技術が開示されている。また、特許文献２（特
開昭５８－０９４２５１号公報）では、バルク構造を有する回線の収容について、自走状
態で装置基準フレーム位相を生成し、各回線部の受信バッファにて遅延を吸収してフレー
ム位相同期を行う技術も開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開平８－２５１１２８号公報
【特許文献２】特開昭５８－０９４２５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記した従来の技術は、以下に説明するように、伝送遅延（高速回線と低速
回線との間でデータの送受信の遅延）を短縮できず、またフレーム位相保証（バルク構造
を有する回線に対するフレーム位相保証）もできないという問題があった。
【０００６】
　すなわち、上記する特許文献１の技術では、クロックを同期して各回線部の受信バッフ
ァの処理タイミングを合わせるのみなので、伝送遅延の短縮が行えず、またフレーム位相
保証もできないという問題点があった。
【０００７】
　また、上記する特許文献２の技術では、自走状態で装置基準フレーム位相を生成してフ
レーム位相同期を行うので、必ずしもフレーム位相保証ができるわけではなく、また伝送
遅延の短縮もできないという問題点があった。
【０００８】
　そこで、この発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、
フレーム位相並びに伝送遅延短縮が可能なデータ多重分離装置、データ多重分離方法およ
びデータ多重分離プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明は、高速回線と低速回線との間で
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受信バッファおよび送信バッファを用いてデータの多重変換または分離変換を行うデータ
多重分離装置であって、所定の受信バッファに入力されるデータの受信フレーム位相およ
び任意の遅延量に基づいて装置内の基準となる装置基準フレーム位相を生成する生成手段
と、前記生成手段によって生成された前記装置基準フレーム位相に従って前記受信バッフ
ァからデータを読み出し、当該データを多重変換または分離変換する多重分離手段と、を
備えたことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、上記の発明において、前記生成手段は、前記受信バッファに入力され
るデータの揺らぎおよび／または前記受信バッファに入力されるデータの位相差を考慮し
て求められた前記任意の遅延量に基づいて前記装置基準フレーム位相を生成することを特
徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、上記の発明において、前記生成手段は、予め設定された遅延量に基づ
いて前記装置基準フレーム位相を生成することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、上記の発明において、前記生成手段は、前記揺らぎおよび／または前
記位相差を測定し、当該測定から求められた遅延量に基づいて装置基準位相フレーム位相
を生成することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、上記の発明において、前記受信バッファに規定量以上蓄積されたか否
かを監視する監視手段と、前記装置基準フレーム位相によってデータを読み出すか前記監
視手段によってだされた監視結果に応じてデータを読み出すかを選択する選択手段と、前
記監視結果に応じてデータを読み出す場合には、前記監視結果に応じてデータの読み出し
を行うデータ読み出し手段をさらに備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、所定の受信バッファに入力されるデータの受信フレーム位相および任
意の遅延量に基づいて装置内の基準となる装置基準フレーム位相を生成し、生成された装
置基準フレーム位相に従って受信バッファからデータを読み出し、そのデータを多重変換
または分離変換するので、受信バッファからのデータ読み出しに失敗することを防止する
とともに、受信バッファの書き込みから読み出しまでの時間を短縮する結果、フレーム位
相保証並びに伝送遅延短縮が可能になる。
【００１５】
　また、本発明によれば、受信バッファに入力されるデータの揺らぎおよび／または受信
バッファに入力されるデータの位相差を考慮して求められた任意の遅延量に基づいて装置
基準フレーム位相を生成するので、より適切な遅延量に基づいて装置基準フレーム位相を
生成する結果、より適切にフレーム位相保証を行いつつ、伝送遅延をより短縮することが
可能になる。
【００１６】
　また、本発明によれば、予め求められた揺らぎおよび／または位相差を考慮して求めら
れた任意の遅延量に基づいて装置基準フレーム位相を生成するので、例えば、リアルタイ
ムに揺らぎや位相差を監視することなく、装置基準フレーム位相を簡易に生成することが
可能になる。
【００１７】
　また、本発明によれば、揺らぎおよび／または位相差の変化に応じて、遅延量を測定し
、この測定から求められた遅延量に基づいて装置基準位相フレームを生成するので、装置
基準位相フレームを予め設定して固定することなく、リアルタイムな変化に応じて、装置
基準位相フレームをより適切に生成することが可能になる。
【００１８】
　また、本発明によれば、受信バッファに規定量以上蓄積されたか否かを監視し、データ
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を読み出すか監視結果に応じてデータを読み出すかを選択する選択し、監視結果に応じて
データを読み出す場合には、監視結果に応じてデータの読み出しを行うので、バルク構造
を有する回線群とフレーム位相フリー回線とを同一伝送路で同時に収容することが可能に
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係るデータ多重分離装置、データ多重分離方法
およびデータ多重分離プログラムの実施例を詳細に説明する。
【実施例１】
【００２０】
　以下の実施例では、実施例１に係るデータ多重分離装置の概要および特徴、データ多重
分離装置の構成および処理の流れを順に説明し、最後に実施例１による効果を説明する。
【００２１】
［実施例１に係るデータ多重分離装置の概要および特徴］
　まず最初に、図１を用いて、実施例１に係るデータ多重分離装置の概要および特徴を説
明する。図１は、実施例１に係るデータ多重分離装置の概要および特徴を説明するための
図である。なお、以下は、一つのデータを８つに分離して送信するとともに、８つに分離
されて受信したデータを一つのデータに多重する例を説明する。
【００２２】
　データ多重分離装置では、各受信バッファ＃１～＃８にそれぞれ書き込まれるデータ＃
１～＃８を読み込んで多重処理を行う。本来、データ多重分離装置は、各受信バッファ＃
１～＃８にそれぞれ入力されるデータ＃１～＃８の受信位相フレームが常に同じであるこ
とが望ましい。つまり、各受信バッファ＃１～＃８にデータ＃１～＃８が同時に書き込ま
れ、かつ、これに続いて順次受信するデータも同じタイミング（同じ位相間隔）で同時に
書き込まれることが望ましい。しかしながら、実際には、同一受信バッファ内でデータを
受信するタイミングが同じ間隔ではないので、所定の位相から見て早く受信したり遅く受
信したりする「ゆらぎ」が生じる。また、各受信バッファ＃１～＃８が受信するタイミン
グも同じ間隔ではないので、各バッファ間でも所定の位相から見て早く受信したり遅く受
信したりする「位相差」が生じる。
【００２３】
　そのため、受信バッファの書き込みから読み込みをすぐに行うようにした場合は、ゆら
ぎおよび位相差が原因で読み込みを開始するまでに全ての受信バッファに書き込みが行わ
れていない可能性があり、フレーム位相保証（バルク構造を有する回線に対するフレーム
位相保証）ができないという問題がある。一方、受信バッファの書き込み後に長い時間が
経ってから読み込みを行うようにした場合は、書き込みから読み込みまでの間にタイムロ
スが生じて伝送遅延を短縮できないという問題がある。
【００２４】
　そこで、実施例１のデータ多重分離装置は、所定の受信バッファ（例えば、入力データ
が正常であることを条件として便宜的にポート番号の若番より順次選択された受信バッフ
ァ）に入力されるデータの受信フレーム位相および任意の遅延量に基づいて装置内の基準
となる装置基準フレーム位相を生成し、生成された装置基準フレーム位相に従って受信バ
ッファからデータを読み出し、そのデータを多重変換または分離変換することによって、
フレーム位相保証並びに伝送遅延短縮を行うことができるようにしている点に主たる特徴
がある。なお、以下の説明では、多重分離処理のうち多重処理を行う場合を説明する。
【００２５】
　この主たる特徴について簡単に説明すると、図１に示すように、実施例１に係るデータ
多重分離装置では、予想される回線ゆらぎ許容幅（想定されるゆらぎの最大幅）および位
相差許容幅（想定される位相差の最大幅）を考慮し、その回線ゆらぎ許容幅および位相差
許容幅を吸収することが可能な遅延量が予め設定される。そして、その設定された遅延量
を基に装置基準フレーム位相を生成する。
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【００２６】
　具体的には、回線＃１～＃８が備える受信バッファ＃１～＃８のうち、受信バッファ＃
１の受信フレーム位相を取得し、予め設定された遅延量を受信バッファ＃１の受信フレー
ム位相に加算して装置基準フレーム位相を生成する。
【００２７】
　そして、データ多重分離装置は、生成された装置基準フレーム位相に従って受信バッフ
ァからデータを読み出し、そのデータを多重変換する。具体的には、生成された装置基準
フレーム位相に従って、各受信バッファ＃１～＃８からデータを読み出し、そのデータを
多重変換する。
【００２８】
　このように、受信バッファ＃１に入力されるデータの受信フレーム位相および任意の遅
延量に基づいて装置内の基準となる装置基準フレーム位相を生成し、生成された装置基準
フレーム位相に従って各受信バッファ＃１～＃８からデータを読み出し、そのデータを多
重変換または分離変換するので、受信バッファ＃１～＃８からのデータ読み出しに失敗す
ることを防止するとともに、受信バッファ＃１～＃８の書き込みから読み出しまでの時間
を短縮する結果、上記した主たる特徴のごとくフレーム位相保証並びに伝送遅延短縮が可
能になる。
【００２９】
［実施例１に係るデータ多重分離装置の構成］
　次に、図２を用いて実施例１に係るデータ多重分離装置の構成を説明する。図２は、実
施例１に係るデータ多重分離装置の構成を示す図である。同図に示すように、このデータ
多重分離システム１は、データ多重分離装置１０、受信高速回線２０、受信低速回線３０
ａ～３０ｊ、送信高速回線４０、送信低速回線５０ａ～５０ｊを有している。そして、多
重分離システム１においては、受信高速回線２０の受信バッファに入力されたデータをデ
ータ多重分離装置１０が読み出し、データを分離処理して各送信低速回線５０ａ～５０ｊ
の送信バッファに入力する。一方、データ多重分離システム１においては、各受信低速回
線３０ａ～３０ｊの受信バッファに入力されたデータをデータ多重分離装置１０が読み出
し、かかるデータを多重処理して送信高速回線４０の送信バッファに入力する。
【００３０】
　また、データ多重分離装置１０は、装置基準フレーム位相生成部１１と、多重分離処理
部１２とから構成される。なお、装置基準フレーム位相生成部１１は、特許請求の範囲に
記載の「生成手段」に対応し、多重分離処理部１２は、特許請求の範囲に記載の「多重分
離手段」に対応する。
【００３１】
　このうち、装置基準フレーム位相生成部１１は、所定の受信バッファに入力されるデー
タの受信フレーム位相および任意の遅延量に基づいて装置内の基準となる装置基準フレー
ム位相を生成する手段である。具体的には、各受信低速回線３０ａ～３０ｊのうち所定の
受信バッファ（例えば、受信低速回線３０ａの受信バッファ）にデータが入力された場合
には、データが入力された受信バッファの受信フレーム位相を取得し、予め設定された遅
延量を受信バッファ＃１の受信フレーム位相に加算して装置基準フレーム位相を生成する
。なお、ここで任意の遅延量は、ゆらぎおよび位相差を考慮して予め求められている。
【００３２】
　多重分離処理部１２は、装置基準フレーム位相に従って受信バッファからデータを読み
出し、当該データを多重変換または分離変換する手段である。具体的には、装置基準フレ
ーム位相生成部１１によって生成された装置基準フレーム位相による読み取り信号を受け
付けた場合には、生成された装置基準フレーム位相に従って、各受信バッファ＃１～＃８
からデータを読み出し、そのデータを多重分離変換する。
【００３３】
［データ多重分離装置による処理］
　次に、図３を用いて、実施例１に係るデータ多重分離装置による装置基準フレーム位相
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生成の処理手順を説明する。図３は、実施例１に係るデータ多重分離装置による装置基準
フレーム位相生成の処理の流れを示すフローチャートである。
【００３４】
　同図に示すように、各受信低速回線３０ａ～３０ｊのうち所定の受信バッファ（例えば
、受信低速回線３０ａの受信バッファ）にデータが入力された場合には（ステップＳ１０
１肯定）、データが入力された受信バッファの受信フレーム位相を取得し（ステップＳ１
０２）、予め設定された遅延量を受信バッファ＃１の受信フレーム位相に加算して装置基
準フレーム位相を生成する（ステップＳ１０３）。
【００３５】
　次に、実施例１に係るデータ多重分離装置による多重分離の処理手順について説明する
。図４は、実施例１に係るデータ多重分離装置による多重分離の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【００３６】
　同図に示すように、装置基準フレーム位相生成部１１によって生成された装置基準フレ
ーム位相による読み取り信号を受け付けた場合には（ステップＳ２０１肯定）、生成され
た装置基準フレーム位相に従って、各受信バッファ＃１～＃８からデータを読み出し(ス
テップＳ２０２)、そのデータを多重分離変換する(ステップＳ２０３)。
【００３７】
 [実施例１の効果]
　上述してきたように、実施例１によれば、受信バッファ＃１に入力されるデータの受信
フレーム位相および任意の遅延量に基づいて装置内の基準となる装置基準フレーム位相を
生成し、生成された装置基準フレーム位相に従って受信バッファ＃１～＃８からデータを
読み出し、そのデータを多重変換または分離変換するので、受信バッファ＃１～＃８から
のデータ読み出しに失敗することを防止するとともに、受信バッファ＃１～＃８の書き込
みから読み出しまでの時間を短縮する結果、フレーム位相保証並びに伝送遅延短縮が可能
になる。
【００３８】
　また、実施例１によれば、受信バッファ＃１に入力されるデータの揺らぎおよび／また
は受信バッファ＃１～＃８に入力されるデータの位相差を考慮して求められた任意の遅延
量に基づいて装置基準フレーム位相を生成するので、より適切な遅延量に基づいて装置基
準フレーム位相を生成する結果、より適切にフレーム位相保証を行いつつ、伝送遅延をよ
り短縮することが可能になる。
【００３９】
　また、実施例１によれば、予め求められた揺らぎおよび／または位相差を考慮して求め
られた任意の遅延量に基づいて装置基準フレーム位相を生成するので、例えば、リアルタ
イムに揺らぎや位相差を監視することなく、装置基準フレーム位相を簡易に生成すること
が可能になる。
【実施例２】
【００４０】
　さて、これまで本発明の実施例について説明したが、本発明は上述した実施例以外にも
、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、以下では実施例２として本
発明に含まれる他の実施例を説明する。
【００４１】
（１）ゆらぎまたは位相差
　例えば、上記の実施例１では、回線ゆらぎ許容幅（想定されるゆらぎの最大幅）および
位相差許容幅（想定される位相差の最大幅）両方を考慮して、遅延量を設定する場合を説
明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、回線ゆらぎ許容幅または位相差許容
幅のどちらか一方を考慮して設定するようにしてもよい。
【００４２】
（２）遅延量
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　また、上記の実施例１では、予想される回線ゆらぎ許容幅（想定されるゆらぎの最大幅
）および位相差許容幅（想定される位相差の最大幅）を考慮し、その回線ゆらぎ許容幅お
よび位相差許容幅を吸収することが可能な遅延量を予め設定する場合を説明したが、本発
明はこれに限定されるものではなく、装置内に実際に生じているゆらぎおよび位相差を測
定し、かかる測定結果からリアルタイムに遅延量を設定するようにしてもよい。
【００４３】
　このように、揺らぎおよび／または位相差の変化に応じて、遅延量を測定し、この測定
から求められた遅延量に基づいて装置基準位相フレームを生成するので、装置基準位相フ
レームを予め設定して固定することなく、リアルタイムな変化に応じて、装置基準位相フ
レームをより適切に生成することが可能になる。
【００４４】
（３）受信バッファを選択
　また、実施例１では、無作為に選択した受信バッファの受信フレーム位相を取得する場
合を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、受信バッファの位相差に基づ
いて受信バッファを選択してもよい。例えば、各受信バッファによってデータが受信され
たタイミングを測定し、各受信バッファのなかでもっとも位相差が少ない受信バッファ（
つまり、所定の位相から見て早く受信したり遅く受信したりする複数の受信バッファのな
かで真ん中ぐらいに受信する受信バッファ）を選択して、選択された受信バッファの受信
フレーム位相を取得するようにしてもよい。
【００４５】
　このように、受信バッファに入力されるデータの位相差から所定の受信バッファを選択
し、その受信バッファに入力されるデータの受信位相フレーム位相に基づいて基準装置位
相フレーム位相を生成するので、例えば、位相差が少ない受信バッファを選択し、その受
信バッファに入力されるデータの受信位相フレーム位相に基づいて基準装置位相フレーム
位相を生成する結果、より適切な基準装置フレーム位相を生成することが可能になる。
【００４６】
（４）フリー回線
　また、実施例１では、バルク構造を有する回線群のみを収容する場合を説明したが、本
発明はこれに限定されるものではなく、バルク構造を有する回線群とともにフレーム位相
フリー回線(単一回線にてデータを送受信する回線)とを同一伝送路で同時に収容するよう
にしてもよい。
【００４７】
　具体的には、図５に示すように、回線６０は、実施例１の受信高速回線２０または受信
低速回線３０に対応するものであるが、図２に示した実施例１の受信高速回線２０または
受信低速回線３０と比較して、蓄積量監視部６３と選択部６４とを新たに備える点が相違
する。
【００４８】
　蓄積量監視部６３は、受信バッファ６２に規定量（例えば、一フレーム長分のデータ量
）以上蓄積されたか否かを監視する処理部であり、規定量以上に達すると、装置基準フレ
ーム位相のタイミングにてデータの読み出し信号を選択部６４に通知する。また、選択部
６４は、装置基準フレーム位相によってデータを読み出すか、蓄積量監視部６３による監
視結果によってデータを読み出すかを選択する処理部である。
【００４９】
　そして、このような回線６０においては、例えば、バルク構造の回線群を収容する場合
には、選択部６４は、装置内基準フレーム位相を選択し、装置内基準フレーム位相に従っ
てデータの読み出しをデータ多重分離装置に行わせる。また、フレーム位相フリー回線を
収容する場合には、選択部６４は、蓄積量監視部６３の監視結果を選択し、蓄積量監視部
６３からデータの読み出し信号を受け付けて、データの読み出しをデータ多重分離装置に
行わせる。
【００５０】



(8) JP 4648151 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

　具体的な例を挙げると、図６に示すように、Ａ局およびＤ局に位置するデータ多重分離
装置は、実施例１に係るデータ多重分離システムに対応し、また、Ｂ局およびＣ局に位置
するデータ多重分離装置は、上記のデータ多重分離システムに対応する。つまり、６Ｍ＃
１～４によってバルク構造を有する回線群の収容を行い、また、６Ｍ＃５～８によって同
期端局装置からのフレーム位相フリー回線の収容を行い、同一伝送路にデータ多重分離伝
送を行っている。
【００５１】
　このように、受信バッファ６２において、装置内基準フレーム位相に従ってデータの読
み出しを行うか、規定量以上蓄積されたか否かを監視し、監視結果に応じてデータの読み
出しを行うかの、選択により、バルク構造を有する回線群とフレーム位相フリー回線とを
同一伝送路で同時に収容することが可能になる。
【００５２】
（５）システム構成等
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意
の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、図２に示
すデータ多重分離装置１０と各回線２０～５０とが一体となっていてもよい。さらに、各
装置にて行なわれる各処理機能は、その全部または任意の一部が、ＣＰＵおよび当該ＣＰ
Ｕにて解析実行されるプログラムにて実現され、あるいは、ワイヤードロジックによるハ
ードウェアとして実現され得る。
【００５３】
　また、本実施例において説明した各処理のうち、自動的におこなわれるものとして説明
した処理の全部または一部を手動的におこなうこともでき、あるいは、手動的におこなわ
れるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的におこなうこともで
きる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデ
ータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することがで
きる。
【００５４】
（付記１）高速回線と低速回線との間で受信バッファおよび送信バッファを用いてデータ
の多重変換または分離変換を行うデータ多重分離装置であって、
　所定の受信バッファに入力されるデータの受信フレーム位相および任意の遅延量に基づ
いて装置内の基準となる装置基準フレーム位相を生成する生成手段と、
　前記生成手段によって生成された前記装置基準フレーム位相に従って前記受信バッファ
からデータを読み出し、当該データを多重変換または分離変換する多重分離手段と、
を備えたことを特徴とするデータ多重分離装置。
【００５５】
（付記２）前記生成手段は、前記受信バッファに入力されるデータの揺らぎおよび／また
は前記受信バッファに入力されるデータの位相差を考慮して求められた前記任意の遅延量
に基づいて前記装置基準フレーム位相を生成することを特徴とする付記１に記載のデータ
多重分離装置。
【００５６】
（付記３）前記生成手段は、予め設定された遅延量に基づいて前記装置基準フレーム位相
を生成することを特徴とする付記２に記載のデータ多重分離装置。
【００５７】
（付記４）前記生成手段は、前記揺らぎおよび／または前記位相差を測定し、当該測定か
ら求められた遅延量に基づいて装置基準位相フレーム位相を生成することを特徴とする付
記２に記載のデータ多重分離装置。
【００５８】
（付記５）前記生成手段は、前記受信バッファに入力されるデータの位相差から前記所定
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の受信バッファを選択し、当該受信バッファに入力されるデータの受信位相フレーム位相
に基づいて前記基準装置フレーム位相を生成することを特徴とする付記１～４のいずれか
一つに記載のデータ多重分離装置。
【００５９】
（付記６）前記受信バッファに規定量以上蓄積されたか否かを監視する監視手段と、
　前記装置基準フレーム位相によってデータを読み出すか前記監視手段によってだされた
監視結果に応じてデータを読み出すかを選択する選択手段と、
　前記監視結果に応じてデータを読み出す場合には、前記監視結果に応じてデータの読み
出しを行うデータ読み出し手段をさらに備えたことを特徴とする付記１～５のいずれか一
つに記載のデータ多重分離装置。
【００６０】
（付記７）高速回線と低速回線との間で受信バッファおよび送信バッファを用いてデータ
の多重変換または分離変換を行うデータ多重分離方法であって、
　所定の受信バッファに入力されるデータの受信フレーム位相および任意の遅延量に基づ
いて装置内の基準となる装置基準フレーム位相を生成する生成工程と、
　前記生成工程によって生成された前記装置基準フレーム位相に従って前記受信バッファ
からデータを読み出し、当該データを多重変換または分離変換する多重分離工程と、
を含んだことを特徴とするデータ多重分離方法。
【００６１】
（付記８）高速回線と低速回線との間で受信バッファおよび送信バッファを用いてデータ
の多重変換または分離変換を行うデータ多重分離方法をコンピュータに実行させるデータ
多重分離プログラムであって、
　所定の受信バッファに入力されるデータの受信フレーム位相および任意の遅延量に基づ
いて装置内の基準となる装置基準フレーム位相を生成する生成手順と、
　前記生成手順によって生成された前記装置基準フレーム位相に従って前記受信バッファ
からデータを読み出し、当該データを多重変換または分離変換する多重分離手順と、
をコンピュータに実行させることを特徴とするデータ多重分離プログラム。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　以上のように、本発明に係るデータ多重分離装置、データ多重分離方法およびデータ多
重分離プログラムは、高速回線と低速回線との間で受信バッファおよび送信バッファを用
いてデータの多重変換または分離変換を行うのに有用であり、特に、フレーム位相保証並
びに伝送遅延短縮に適する。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】実施例１に係るデータ多重分離装置の概要および特徴を説明するための図である
。
【図２】実施例１に係るデータ多重分離装置の構成を示す図である。
【図３】実施例１に係るデータ多重分離装置による装置基準フレーム位相の処理の流れを
示すフローチャートである。
【図４】実施例１に係るデータ多重分離装置による多重分離の処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図５】実施例２に係る回線の構成を示す図である。
【図６】データ多重分離伝送について説明するための図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１　データ多重分離システム
　１０　データ多重分離装置
　１１　多重分離処理部
　１２　装置基準フレーム位相生成部
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　２０　受信高速回線
　３０ａ～３０ｊ　受信低速回線
　４０　送信高速回線
　５０ａ～５０ｊ　送信低速回線

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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